
- 1 -   

 

錦町介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要項 

 

１ 趣旨  

本要項は、「錦町介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務」を実施するに当たり、最も適

した委託先を選考するために実施するプロポーザルの内容について必要な事項を定める。  

 

２ 業務の概要 

 （１）名称 

   錦町介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務 

（２）業務内容 

   別紙「錦町介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務仕様書」によるものとする。 

（３）履行期間 

   契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

  

３ プロポーザルの概要 

（１）名称  

錦町介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務プロポーザル 

（２）選定方法 

   応募者からの提案書等をもとに、本業務に適した受託予定者を１者選定する。 

（３）スケジュール 

本業務に係るスケジュールは以下のとおりとする。 

・プロポーザル実施の公表       ９月 ８日（月） 

・提案書作成に関する質問書提出期限  ９月１６日（火） 

・提案書作成に関する質問書回答    ９月１９日（金） 

・提案書の提出期限          ９月２６日（金） 

・審査結果通知           １０月 ３日（金） 

・契約締結             １０月中旬 予定 

（４）予算規模 ２，９６７，０００円（消費税を含む）を上限とする。 

 

４ 参加資格要件  

参加資格要件は、下記を全て満たすものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな 

い者であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て及び民   

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされて

いない者であること。 

（３）提案書の提出期限日において、錦町から指名停止を受けていないこと。 

（４）手形交換所による取引停止処分を受けた日から２年間を経過しない者又は当該事業

の入札前６ヵ月以内に手形、小切手を不渡りした者でないこと。 
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（５）錦町暴力団排除条例(平成２３年９月１６日告示第２８号)に基づく指名除外期間中

にある者、また、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者の排除要

請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

 

５ 公募期間及び参加申込み方法 

（１）公募期間 

   令和７年９月８日（月）から令和７年９月２６日（金）まで 

（２）提出書類 

参加表明書（様式第１号）に必要事項を明記の上、以下に掲げる書類を添えて提出 

するものとする。 

 提出書類 部数 内容等 

１ 企画提案書 ５ 

○実施スケジュール 

○仕様書に基づく事業の具体的な実施手法 

 ・分析項目や分析方法、報告書の様式などの提案 

・調査票の作成及び送付についての工夫 

・実施体制 等 

○その他ＰＲ事項 

２ 事業所概要 ５ 事業所パンフレットでも可 

３ 事業所受託実績 ５ 
他の自治体で同様の事業受託実績など（業務名・実施

年・発注者・業務概要）） 

４ 見積書 ２ 事業実施に係る見積書 

 

（３）提出方法 

    郵送または持参 

（４）提出先 

   〒８６８－０３９２ 

    熊本県球磨郡錦町大字一武１５８７番地 

     錦町役場 保険政策課 高齢者支援係 渡邊宛 

（５）提出期限 

  令和７年９月２６日（金）午後５時まで。郵送の場合は同日午後５時必着。 

 

 

６ 質問書 

募集要領の内容について質問がある場合は、書面（様式は任意、Ａ４判）により行うも

のとし、電子メールで受け付ける。なお、簡易な内容のものや手続きに関する質問につい

ては、この限りではない。 

 

（１）受付期間 

   令和７年９月１６日（火）まで 
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（２）提出先メールアドレス及び連絡先 

   i-watanabe@nishiki.kumamoto.jp 

   錦町役場 保険政策課 高齢者支援係 担当：渡邊 

ＴＥＬ ０９６６－３８－１１１３  ＦＡＸ ０９６６－３８－４４５１ 

（３）質問への回答 

回答は原則として令和７年９月１９日（金）午後５時までに全事業者へ同内容のも

のを電子メールで送信する。 

 

 

７ 提案の審査方法 

（１）審査 

本町職員で構成する審査委員会を設置し、（２）の審査項目に基づき審査を行い、最

高点を獲得した事業者を本業務に適した受託予定者とする。なお、受託予定者に契約

を締結することができない何らかの事由が生じた場合は、次順位及びそれ以降の順位

者を繰り上げ、新たな受託予定者とする。 

基本的には提案書による書類審査で受託予定者を決定する。ただし、書類審査のみ

では十分な審査ができないと判断した場合はプレゼンテーションを実施する。その場

合の日程は別途連絡する。 

 

 

（２）審査項目及び評価基準 

大分類 小分類 配点 

業務の 

実施体制 

当該業務に関連する法令等について理解し、遵守が見込まれるか 

２０点 
十分な知識と経験を有するものを配置し連絡・相談体制が整っているか 

適正な工程管理が提案されているか 

個人情報の保護について十分に理解し、対応しているか 

調査対象者

への配慮 

高齢者に見やすい、理解しやすいデザインの調査票を提案しているか 
３０点 

各印刷物の校正について柔軟な対応が見込まれるか 

調査結果の 

分析・比較・

提案 

調査結果を多面的な視点で分析する提案をしているか 

３０点 図表等を用い、見やすく理解しやすい報告書の作成を提案しているか 

課題解決に向けた方策や今後の事業展開等の提案があるか 

積算額 
妥当な根拠に基づいて積算し、過度・過小な積算をしていないか 

１０点 
必要な経費はすべて計上されているか 

加点項目 
本事業と同類業務の実績があるか ５点 

独自の工夫がなされている提案か ５点 

合 計 １００点 

 

８ 審査結果の通知 

審査結果については、最高得点を獲得した事業者を町の公式ホームページで公表し、併

せてプロポーザルに参加した事業者全てに文書で通知する。 

mailto:i-watanabe@nishiki.kumamoto.jp
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９ その他 

（１）参加に関して必要な費用は、事業者負担とする。 

 （２）提案は、一参加者につき一つのみとする。 

 （３）提出された書類の返却は行わない。 

（４）提出されたプロポーザルに関する資料は、公平性、透明性及び客観性を期すた 

め、公表することがある。 

   


